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■問い合わせ先　▽　所得税　半田税務署　（21）3141　※　自動音声案内で「0」を選択してください。　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　▽　町県民税　税務課住民税係　（48）1111（内1111・1112）

　　　　【確定申告会場の開設日時・開設場所】
■開設期間　2月18日（月）～3月15日（金）の平日、2月
24日（日）、3月3日（日）
■開設時間　午前9時～午後5時（受け付け終了は午後
4時）
　※　会場の混雑状況により、早めに受け付けを終了す
　る場合があります。
■開設場所　住吉福祉文化会館（半田市宮路町53番地
住吉神社内）
　　　　　　　　　　【注意事項】
　※　上記開設期間中は半田税務署内では申告書の作
　成指導を行っていません。
　※　駐車場の混雑が予想されますので、できるだけ公
　共交通機関をご利用ください。
　※　作成済みの申告書は、税務署へ直接提出または
　郵送してください。
　※　住吉福祉文化会館への問い合わせはご遠慮くだ
　さい。

　ワンストップ特例の適用を申請したふるさと納税に係
る寄付金についても、上記1～7に該当する方は併せて
申告が必要になります。
　　　　　　　　【確定申告書の作成】
　確定申告会場は、大変混雑するため、長時間待ってい
ただく場合があります。国税庁ホームページの「確定申
告書等作成コーナー」をご利用ください。
　平成31年１月から、マイナンバーカード方式やＩＤ・パス
ワード方式が採用され、ｅ－Ｔａｘ（※1）が利用しやすくな
ります。

▽　マイナンバーカード方式　マイナンバーカードとＩＣ
カードリーダライタがあれば、パソコンからｅ－Ｔａｘを
利用して申告できます。
▽　ＩＤ・パスワード方式　税務署でＩＤとパスワードを受
け取ればパソコンやスマートフォンからｅ－Ｔａｘを利用
して申告できます。
※1　ｅ－Ｔａｘとは国税電子申告・納税システムのことで
す。インターネットを通じて確定申告や納税、申請や届
け出などができます。
　　　　　　【マイナンバーの記載について】
　平成28年分の確定申告から、申告書へのマイナン
バーの記載が始まりました。マイナンバーカードや通知
カードを確認して、間違いのないように記入してくださ
い。申告書を提出する際に本人確認のため、原本の提示
もしくは写しの添付が必要となります。
　　　　　　　【税理士による無料税務相談】
■開設場所・開設期間

　　開設時間は午前9時30分から正午まで、午後1時か
ら午後4時まで
※　会場の混雑状況により早めに受け付けを終了する
場合があります。
■対象者
①　平成29年分の所得金額が300万円以下の事業
所得者、不動産所得者、雑所得者（年金受給者を除
く）の方（青色事業専従者給与額・青色申告特別控
除額または事業専従者控除額を控除する前の金額）
②　①の方で消費税や地方消費税の課税事業者であ
る場合には、平成28年分の課税売上高が3,000万
円以下の方
③　給与所得者や年金受給者

【確定申告が必要な方】

所得税の確定申告

所得税・町県民税の申告が始まります所得税・町県民税の申告が始まります

事業所得、譲渡所得などがある方（所得の合計額
が所得控除の合計額を超える場合）

公的年金収入が400万円を超える方

給与収入が2,000万円を超える方または400万円
以下でほかの所得額が20万円を超える方
給与を受けている方で、給与以外の所得額が20万
円を超える方

2カ所以上から給与を受けている方で、主たる給与
以外の給与収入と給与以外の所得額の合計額が
20万円を超える方

所得税の還付を受けようとする方

給与収入がある方で年末調整をしていない方
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